
ロータリー耕 １０ｱｰﾙ 6,270 (570) 7,480 (680)

プ ラ ウ 耕 〃 6,710 (610) 7,920 (720)

代 か き トラクター（代かきハロー） 〃 6,600 (600) 7,700 (700)

機 械 植　苗持込 〃 25,190 (2,290) 27,170 (2,470)

機 械 植　苗 別 〃 7,480 (680) 9,460 (860)

水 側条施肥を行う場合の加算額 〃 1,100 (100)

育苗箱処理剤を使用する場合の加算額 〃 550 (50)

育 苗　センター渡し １ 箱 770 (70)

田 薬剤散布 防除作業（機械持込請負） １０ｱｰﾙ 880 (80) 1,100 (100)

バインダー（刈取結束） 〃 8,910 (810) 10,010 (910)

コ ン バ イ ン 〃 21,450 (1,950) 24,200 (2,200)

作 コンバイン（わら結束） 〃 23,650 (2,150) 26,400 (2,400)

ハ ー ベ ス タ ー 〃 8,910 (810) 10,120 (920)

調整のみ（もみ摺り）
６０㎏
(1俵) 1,100 (100) 1,100 (100)

業 も み 運 搬 １０ｱｰﾙ 2,200 (200)

乾燥 から調製まで（もみ摺り）

３０㎏ 330 (30)

３０㎏ 550 (50)

堆肥散布 マニアスプレッタ １０ｱｰﾙ 3,850 (350) 3,850 (350)

土改材散布 ブロードキャスター 〃 990 (90) 990 (90)

畦畔作り 片     側 100㍍ 5,500 (500)

ロータリー耕 １０ｱｰﾙ 6,270 (570) 7,480 (680)

プ ラ ウ 耕 〃 6,710 （610) 7,920 (720)

堆肥散布 マニアスプレッタ 〃 3,850 (350) 3,850 (350)

草 刈 り 機 械 持 込 請 負 １時間 1,980 (180) 1,980 (180)

溝 切 り 機 械 持 込 請 負 100㍍ 1,100 (100) 1,100 (100)

一 般 農 作 業 １ 日 7,800 － 7,800 －

軽  作  業 １ 日 6,600 － 6,600 －

令和３年度の農業労働賃金の標準を労使代表者及び関係機関団体の代表者合議のうえ上記のとお

り定めました。なお、裏面に別記料金表及び農地賃借料情報を記載しています。

令和３年度 白石市農業
作　業　料　金

  標準表　労　働　賃　金

作業
区分

作 業 名 摘　　　　　　要 単　位 標準料金
（内消費税１０％）

条件の悪い田などの
標準料金

（内消費税１０％）

田 植 え （肥料代別）

耕　耘

（薬剤代別）

―

稲 刈 り

大河原農業改良普及センター・みやぎ仙南農業協同組合・宮城県農業共済組合

白石市土地改良区・白石市・白石市農業委員会（事務局２２－１２５６）

選別作業のみ(持込)

―

畑
作
業

耕　耘

そ
の
他

農事一般

調　製

―

別記料金表による。

色  彩  選  別
一連作業の場合



1,188

1,386

1,650

2,244

2,838

3,036

注）（１）作付け面積を基準とし、地形、天候等の関係で特に作業困難な場合は、両

　　　　　者で協議のうえ決めて下さい。

　　（２）１日の労働時間を８時間とし、８時間を越す場合は、両者で協議してください。

　　（３）田植（苗持請負）及び育苗料金には、苗運搬の料金を含みません。

　　（４）機械作業（田植、稲刈）には立会いをお願いします。

　　（５）すべての農作業は「食事なし」とします。

　　（６）特に明記されていない農作業で「農事一般の賃金」によりがたい場合は、

　　　　　その地域の協定による賃金にして下さい。

　　（７）燃料油などの価格変動が著しい場合は、実勢価格を考慮して両者で協議のうえ

          作業料金を決めてください。

農地の区分 平均額 最高額 最低額 筆　数

 田  (10a当り)  7,044円 14,000円 1,500円 477筆

 畑  (10a当り) 4,257円  12,300円 1,000円  42筆

別記料金表（乾燥からもみ摺りまで）

区分 水分籾
６０kg（俵）当たり

標準料金（内消費税１０％）

１６．１％～１８．０％ (126)

１８．１％～２０．０％ (150)

２０．１％～２５．０％ (204)

２５．１％～３０．０％ (258)

半乾 １４．５％～１６．０％ (108)

生籾

３０．１　％　以上 (276)

白石市農地賃借料情報
令和２年中に締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（１０a当たり）は、

以下のとおりです。契約の際には、それぞれのほ場条件等を考慮し、当事者間で
十分に話し合い、賃借料を決めてください。
※農地法の一部改正により標準小作料制度が廃止され、代わりに過去１年間の賃
借料情報をお知らせしております。（平成２１年改正農地法第５２条）

注 (１)  水田の賃借料を物納の場合、玄米６０ｋｇ１２，１００円（令和２年産米）
で金額換算して算出しています。（約９８％が物納契約です。）

(２) 使用貸借（無償）や贈与は除いて算出しています。


